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番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B105
児童養護施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費 民生費 新型コロナウイルス感染症対策事業費

児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 宣言項目   

分野施策   

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
国庫支出金

決定額 136,500 136,500 0 210,209

現計額 73,709 73,709 0

令和 2年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

児童福
祉費

児童福祉総務
費

事 業
期 間

令和 2年度～ 根 拠
法 令

新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、国の補
助事業を活用し、児童養護施設等におけるマスク等の衛
生用品の購入経費や児童居室の個室化改修等に対し補助
金を交付する。

（１）目的
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、国の補助事業を活用し、児童養護施設等におけるマスク等の衛生
　　用品の購入経費や児童居室の個室化改修、新型コロナウイルス感染症に伴うかかり増し経費等に対し補助金を交付す
　　る。

（２）積算内訳
　　①　マスク等衛生用品の購入経費　　　　　　５００千円　×　６５か所（※１）　＝　３２，５００千円
　　②　児童居室の個室化改修　　　　　　　３，０００千円　×　　４か所　　　　　＝　１２，０００千円
　　③　新型コロナに伴うかかり増し経費　　２，０００千円　×　２９か所（※２）　＝　５８，０００千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円　×　３４か所（※３）　＝　３４，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　１３６，５００千円

　　　※１：児童養護施設（２０）、乳児院（６）、児童自立支援施設（１）、児童心理治療施設（１）、
　　　　　　母子生活支援施設（２）、自立援助ホーム（１０）、ファミリーホーム（２１）、
　　　　　　児童相談所一時保護所（４）
　　　※２：児童養護施設（２０）、乳児院（６）、児童心理治療施設（１）、母子生活支援施設（２）
　　　※３：自立援助ホーム（１０）、ファミリーホーム（２１）、児童家庭支援センター（３）

県（国1/2,県1/2）

児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金（1/2
）

9,500千円×0.2人×1,900千円

補正後の
予算額

― 福祉部 B105 ―
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